
FAX NEWS 525 号 令和６年１月９日 

税理士法人 さくら優和パートナーズ 〒860-0051 熊本市西区二本木 4 丁目 9 番 45 号 優和ビル 

TEL 096-297-1011 FAX 096-297-1012 URL  https://syp-ac.com/ 
 

 

 速  報 ! さ く ら ユ ウ ワ 通 信 
 新年のご挨拶  

 明けましておめでとうございます。  

 旧年中は各方面の皆様方に大変お世話になりまし

た。本年もさくら優和パートナーズグループをどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。 

 さて今年は【甲（きのえ）辰（たつ）】の年で

す。干支は「十干」と「十二支」の組み合わせで、

「十干」は甲（こう：きのえ）、乙（おつ：きの

と）、丙（へい：ひのえ）、丁（てい：ひのと）、

戊（ぼ：つちのえ）、己（き：つちのと）、庚（こ

う：かのえ）、辛（しん：かのと）、壬（じん：み

ずのえ）、癸（き：みずのと）で構成されます。

「十二支」は言わずと知れた、子（ね：ねずみ）、

丑（うし）、寅（とら）、卯（う：うさぎ）、辰

（たつ）、巳（み：へび）、午（うま）、未（ひつ

じ）、申（さる）、酉（とり）、戌（いぬ）、亥

（い：いのしし）と、その年を12種類の動物にな

ぞらえたものです。 

昨年は、【癸（みずのと）卯（う）】の年で10
年の運気サイクルの終わりにあたる年でしたが、今

年は一転して【甲（きのえ）】に戻って新たな運気

のスタートの年となります。 

 奇しくも「辰」の文字の由来は「震」。生き物が

ダイナミックに成長して変貌を遂げる様を天に駆け

る辰（龍）になぞらえたと言われています。それゆ

え、辰年は、物事が目に見えて大きく動き、変わっ

ていく年。今までの流れに囚われない予想外の変化

が起こる一年となることが予想されるとのこと。 

 我々の事業も大きく変化し、成長するチャンスの

年となるかもしれません。 
 
令和６年１月１日から電子帳簿保存法がスタート 

 令和４年から２年間の宥恕期間を経て、令和６年

から電子取引データの電子保存が義務化されます。 

請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電

子データを送付・受領した場合には、その電子デー

タを一定の要件を満たした形で保存することが必要

です。 

令和５年12月31日までに行う電子取引について

は、保存すべき電子データをプリントアウトして紙

で保存し、税務調査等の際に提示・提出できるよう

にしていれば差し支えありませんでした。 

しかし、令和６年からは保存要件に従って電子デ

ータの保存を行うことが原則として必要となりま

す。 

《保存要件》 

 

猶予措置について 

 ただし、次のイ・ロの要件をいずれも満たしている

場合には、上記の《保存要件》を満たさなくても、電

位取引データを単に保存しておけば良いこととされ

ました。 

イ 保存要件を満たせなかったことにつき、所轄税

務署長が相当の理由があると認める場合 

ロ 税務調査時に、電子取引データの「ダウンロー

ドの求め」及びその電子取引データをプリントアウ

トした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じるこ

とができるようにしている場合 
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